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   追貝の大国神社 

 明治時代になって、村社は一村 

一社が原則となり、神社の合併、 

合祀などの統合整理がすすめられ 

ましたが、旧利根村では、神社の 

伝統や地域の信仰などもあり、簡 

単に神社の統合整理はまとまらなかったようです。 

 旧東村では、明治４０年（１９０７）～４５年（１９１２）

に、一大字一社を存続させることになりました。 

 追貝の大国神社は、明治４３年（１９１０）に天文１６年

（１５４７）からこの場所にあった諏訪神社に熊野神社や山

妻有大明神などを合併し大国神社（村社）となりました。 

         大島の若宮八幡 

 多那の大島にある十二宮には、石祠がいくつかあり、その

なかに、若宮八幡とよばれている石祠が祀られています。 

 むかし急に黒雲が湧き出し、大島に大雨がふり出した時、

山の上に突然大蛇があらわれ、沢の近くに住んでいた若者を     

一呑みにしてしまいました。 

             村人たちは若者を供養しまし

たが、災害や不吉なことなどがお

こるため石祠をつくり、若宮八幡

と称し、村の鎮守である十二宮に

合祀したと伝えられています。 
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 利根沼田平和委員会から提出された「核兵器の禁止条約の署名・批准」

を求める意見書の提出を求める請願は、総務文教常任委員会に付託され１

７日、審査がおこなわれました。 

     「日本が率先して核兵器をなくそうと世界に言うべき」という

採択を求める意見や、「核保有国が条約策定のプロセスに参加し

ておらず問題がある」として不採択を求める意見もあり、起立採

決の結果、賛成３人、反対３人の同数となり、委員長の裁定で請

願は継続審査となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 （仮称）利南運動広場の名称を利南運動公園とし、野

球場とテニスコートの利用料金を決める沼田市都市公園

条例の一部を改正する条例が、１２月定例市議会初日に

提案され、可決されました。 

 野球場の午前９時から午後５時までの利用料金は、６， 

１６０円で、放送設備利用料金が１，７６０円、スコア

ボード利用料金が１，７６０円です。 

 テニスコート１面は、午前９時から正午までと正午か

ら午後３時までは、１，３２０円、午後３時から午後５

時まで、午後５時から午後７時まで、午後７時から午後

９時まではそれぞれ８８０円です。（詳しくは、スポーツ

振興課にお問い合わせください。） 

 １２月定例市議会の一般質問で大東議員は、自然災害

と防災対策について、健康づくり、子どもの安全確保に

ついて市長、教育長に質問しました。 

 台風１９号の対応について市長は、「避難

勧告の発令、指定避難所６か所を解説し、

概ね良好な対応がされた」との認識を示し、

情報提供については、「緊急告知ラジオなど

でおこなっている」と答えました。 

 沼田市と白沢村、利根町の合併にともない策定された「新市建設計画」

が、合併特例債の活用期限が５年間延長されたことにより、１２月定例市

議会の開会日に「新市建設計画」の変更が提案されました。 

 沼田市では、合併特例債を活用してこれまでに、テラス沼田整備事業、

（仮称）利南運動広場整備事業、新給食センターの建設に活用してきまし

たが、合併特例債の活用期限が５年延長されたことにより、残額の約７億

円を活用し武道館の建設が旧東原庁舎跡地（旧合同庁舎）ですすめられる

ことになり建物の取り壊しがおこなわれています。 

 「新市建設計画」の５年間の延長にともない、財政計画も５年間延長さ

れ、令和６年度には計画がスタートした平成１７年度と比較すると人件費、

公債費、普通建設事業費は減少する計画となっています。 

 


